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くする」教育を模索しながら展開するものとされ、
1972年には「いっさいの差別」へとその目的が拡大
された。
　この「部落差別をはじめいっさいの差別をなくす
る」教育とは、いかなるものかという実践を通じた
模索のなかで、共生観が検討されていたのだと考え
られる。確かに1960年代末以降は、差別問題をめ
ぐって学級における共生が問われた時期だった。部
落差別問題については、1968年から1970年代初頭に
かけて部落の子どもと同じ学校になるのを避けて、
通学区域を超えた公立小・中学校に就学・通学する
越境就学・通学が社会問題となり、大阪市や豊中市
などをはじめ西日本を中心とする各地でその是正が
図られた５）。その結果、越境先から帰ってきた子ど
もと部落の子どもが同じ教室で過ごすようになり、
そこでいかに差別問題について学習するかが問われ
た。
　また在日朝鮮人差別問題については小沢有作が、
外国人学校法案反対運動（1966-68年）を直接の契
機として、それまでは在日朝鮮人の子どもを「朝鮮
学校の門まで連れて行く」ことが課題とされていた
のが転換し、「日本人学校にいる朝鮮人生徒の指導」
が課題として認識されるようになったことを指摘し
ている６）。さらに障害者差別問題については小国喜
弘によれば、1970年代より取り組まれた普通学級で
学ぶことを志向する普通学校就学運動は、「地域の
学校」を「生活の場」として捉え直し、普通学校に
おける「せめぎあう関係」の実現を求めていたとす
る７）。これらは、日本人の子どもが在日朝鮮人の子
どもと、またいわゆる「健常児」が障害児と、日本
人学校の普通学級で共に学ぶことの必要性が訴えら
れ、時には教員に実践的課題として汲み取られたこ
とを意味している。
　つまり1968年から1970年代にかけては、被差別当
事者がいる普通学級においていかなる人間関係を構
築しながら差別問題（特に部落差別、在日朝鮮人差

１．はじめに

　本稿は、豊中市の同和教育実践において共生がい
かに捉えられていたのかについて、「つらいことが
わかる」という概念に焦点を当てて論じることを目
的とする。共生観を検討するにあたって本稿が豊中
市に着目するのは、被差別部落（以下、部落と略す）
の子ども、障害のある子ども、在日朝鮮人の子ども
が普通学級で共に学ぶ制度的条件が1980年代には整
えられていたからである。また本稿において共生と
は、違いを有する人々が、それぞれの多元的な文化
やアイデンティティを認め合い、対等な関係をもち
ながら共に生きることという意味で扱う１）。つまり
共生観を検討することは、共に生きるという目的の
もと、個人において文化やアイデンティティがいか
に表出されるか（個人観）、お互いをいかに認め合
うか（人間関係観）、対等な関係をもち得ているか

（差別問題観）等を検討することを意味する。

⑴　豊中市の同和教育実践の前提条件
　豊中市の同和教育実践は、1949年に豊中市が主催
した同和教育研究会を契機として取り組まれるよう
になった。その頃の実践上の課題は、部落の子ども
を対象とした夜間学習会の開催及び子ども会活動へ
の参加であった２）。
　こうした同和教育実践像が転換されるのが、1970
年である。同和教育研究会にルーツをもつ豊中市同
和教育連絡協議会３）は、1970年になると「部落差
別をなくする」ことをめざし「部落解放の教育」の
推進を目的として据えた。その後1972年にはさらに
豊中市同和教育研究協議会（以下、市同研と略す）
へと改組し、「部落解放の教育」の目的を「部落差
別をはじめいっさいの差別をなくする」として拡大
している４）。つまり豊中市における同和教育実践
は、1970年には補充学習に留まらず「部落差別をな

豊中市の同和教育実践における共生観
─「つらいことがわかる」に着目して─
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別、障害者差別）を学習するかが問われるようにな
りつつあった時期だったといえる。本稿が対象とす
る豊中市に目を移せば、同和教育基本方針が1971年
に、障害児教育基本方針８）が1978年に、在日外国
人教育基本方針が1980年に制定されており、部落の
子ども、障害のある子ども、在日朝鮮人の子どもが
普通学級で共に学ぶための条件が一定整えられたの
は、1980年だった。そこで本稿では、上記の各教育
基本方針にみられるように、共生のための教育条件
がある程度整備された1980年代を対象としたい。

⑵　同和教育と共生
　これまでの同和教育に関する研究では、子どもが
所属するとされる属性に焦点をあてて共生への可能
性を論じていた。例えば小沢有作は、部落の子ども
が出身を隠す一方、それがその子にとって「自分の
アイデンティティの根にあたるもの」であるため

「隠すことからの解放」を実践目標とするのが「部
落解放教育の実践」であるとしていた９）。「隠すこ
とからの解放」を通じて初めて「自分の苦しみや痛
みを思うことから人の苦しみや痛みを察していく」
という「共生の想像力」を育む実践へとつながると
する10）。
　また倉石一郎は、1970年代以降、部落民宣言や在
日朝鮮人による本名宣言などの「立場宣言」が本人
にとって「最初の烙印化の場に変貌するというねじ
れ現象」があることを指摘しつつも「権力関係の磁
場（障害者との関わりや“しんどい”級友とのつき
あいなど）に身をおいた経験」がその解消に役立っ
たとする11）。加えて立場宣言が「マジョリティ側を
強制的に『共生の作法』の必要なコンテクストに引
きずり出すという意味において、マジョリティのた
めの実践」といえることも明らかにした12）。
　以上のように先行研究が明らかにしたことは、被
差別の立場に立たされる子どもたちに着目しながら
同和教育に共生への可能性を見出していたという点
で重要である。ただ、ここでは小沢の「アイデン
ティティの根」という表現や倉石の「立場宣言」に
見られるように、子どもの実存に先んじて属性が据
えられていたように思われる。しかし、子どもたち
には自らを定義する権利があることに鑑みれば、属
性を先行させて共生への可能性を論じることには限
界がある13）。その限界は、子どもたちの必ずしも期
待された属性にとらわれない語りを引き出す実践に

注目することで突破することができるのではないだ
ろうか。
　また近年では田口康明が、「個人が何らかのもの
を『身につけた』上で、『自立』と『共生』を図る」
のでは、結局「『能力』概念が個人の属性として見
なされ、その有無や高低の評価秩序が諸個人を分断
して、他方で社会的分業制の中で統合する役割を果
た」してしまうために、その実現ができないことを
指摘し、それが同和教育における「学力保障」論な
いし「解放の学力」論の抱えてきた問題でもあった
ことを示している14）。小沢の「共生の想像力」は、
田口の批判の射程にあるといえるだろう。これを踏
まえて本稿では、個人が何を身につけたか／できる
ようになったかではなく、子どもたちの関係及び子
どもと教員との関係において、いかなるやりとりが
成立していたのかに着目して検討することとした
い。
　そこで本稿では、豊中市の同和教育実践において
共生がいかに捉えられていたのかについて、「つら
いことがわかる」という概念に焦点を当てて論じる
こととしたい。

⑶　「つらいことがわかる」に取り組んだ実践
　本稿が取り上げるのは、市同研において1982年に
提起された、共生観と関連が深いと考えられる「つ
らいことがわかる」という概念である。この「つら
いことがわかる」は、1980年初頭に大阪府内の同和
教育運動で影響力を有していた「痛覚の共有」とい
う概念を背景としている15）。「つらいこと」は、被
差別の立場あるいは「疎外されている」立場にある
子どもが訴えるものであり、それを周囲の子どもが

「わかる」ことで集団形成が可能になるという認識
に立つ。それを通じて全ての子どもが「社会的立場
の自覚」をすることを目指す教育実践上の課題とし
て「つらいことがわかる」という理念を市同研が提
起した16）。
　「つらいことがわかる」は、市同研の機関誌や研
究集会を通じて、教員間で共有されていった。それ
は少なくとも本稿における対象期間の最後の年（対
象期間の設定については後述）である1989年の活動
方針においても「『つらさ』を語っていく」、「『つら
さ』を分け合」い、「子ども達がつながっていく」
というように言い換えられつつも方針として維持さ
れていた17）。しかし必ずしもこの理念を全教員が取



― 119 ―

り入れたという訳ではなく、教員が集団づくりに取
り組むにあたって自らの実践を検討する参照点のよ
うな扱いだったと考えられる。なかでも子どもの自
主活動を支える実践に取り組む教員を中心として、
積極的に「つらいことがわかる」に準ずる表現を実
践記録内で用いており、一定の影響力があった概念
であるといえる18）。
　対象とする具体的な期間は、1982年から1989年12
月までとしたい。1982年は「つらいことがわかる」
が提起された年である。一方1989年12月とするの
は、冷戦の終結とその後のソヴィエト連邦ないし東
欧における社会主義体制の崩壊が、集団主義を理論
的基盤としてきた同和教育に少なからず影響を与え
たと考えられるからである19）。そこで外的な条件を
排するという意味で1982年から1989年までに発表さ
れた豊中市での同和教育実践記録137本20）のうち「つ
らいことがわかる」に準ずる表現をしていたもの14
本を取り扱う21）。なお分析にあたっては子どもの作
文を多く引用するが、いずれも教員が引用したもの
である。
　以下、第２節では当時大阪府内の同和教育運動
で影響力をもった「痛覚の共有」が、いかに「つら
いことがわかる」という概念が成立する背景となっ
たのかを検討する。続く第３節では、教員たちが

「つらいこと」として特定の被差別属性を先行させ
るのではなく、子どもが自らのアイデンティティを
総和として出せることを重視していたことを検討す
る。第４節では、他者のことは、わからないが、
わかろうとしなければならないというジレンマのも
と、子ども同士あるいは子どもと教員間で「つらい
こと」をお互いに語り合うという作法が成立してい
たことを検討する。第５節では、他者からの属性
の押し付けに対する子どもからの異議申し立てが、

「つらいこと」を語るなかで現出し、それを教員が
見逃していなかったことについて検討したい。

２．原像としての「痛覚の共有」

　ここではまず当時大阪府内の同和教育運動で影響
力をもった「痛覚の共有」が、いかに「つらいこと
がわかる」という概念が成立する背景となったの
か、「つらいことがわかる」という概念に注目する
ことにいかなる意味があるのかを検討したい。
　そもそも「痛覚の共有」は、1978年に大阪府高槻

市の教員である米津俊司が、大阪府同和教育研究協
議会と大阪市同和教育研究協議会が共催した研究大
会で最初に提起したものである。米津はそこで、「分
断と選別の教育体制の波」を「打ち破るもの」とし
て「痛覚を共有し合える個と個の出会い」を同和教
育実践の課題とすることを提起していた22）。その意
味するところは、家庭の厳しい状況を背景として

「非行」に走る子どもと、在日朝鮮人の子どもとの
やりとりから「立場や質がちがっても、共有し、共
感できるものがあったのだろう」として、教育実践
を通じた他者理解の可能性を示唆するものであっ
た23）。
　米津が提起した「痛覚の共有」は、1981年11月７・
８日に開催された大阪府同和教育研究大会のテー
マ「痛覚の共有に迫る」として採用され、基調報告
のタイトルにもなっている。ただ、その基調報告の
なかでは「痛覚の共有」という言葉は一度も使われ
ていない。そもそも「痛覚の共有」という概念は、
米津の提起における「痛覚を共有し合える個と個の
出会い」を大阪府同和教育研究協議会が引き受けつ
つ短くしたものである。また、米津自身ですらこれ
を実践記録冒頭で重要概念として出しつつも、言葉
としては本文中では一度も使っていない。これは、
米津にしても大阪府同和教育研究協議会にしても

「痛覚の共有」について本文から遊離して標語にの
み用いたと理解するのではなく、本文中で「痛覚の
共有」が文脈に応じて言い換えられていると理解し
た方が妥当であろう。つまり「痛覚の共有」概念は、
提起された当初から様々に言い換えられ得る柔軟な
概念として構築されてきたのだといえる。
　実際、米津にしても「痛覚」を「『親の生きざま』
や『現実の生活の苦しさ』」と、また「共有」を「共
有し、共感できる」と、言い換えていた24）。米津の
言葉を参考にすると、この言い換えの基準は、「立
場や〔痛みの：引用者註、以下同じ〕質がちがって
も、共有し、共感できるものがあ」るという立場に
立っているかどうか、ということになると考えられ
る。そのように「痛覚の共有」を捉えると、先述し
た基調報告には以下のような「痛覚の共有」を言い
換えたと考えられる記述が見られる（下線部は筆者
による、以下同じ）。

被差別部落の人々の差別の痛みと重さを共有す
ることにどこまで迫れるのかによって子どもた
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ちをゆさぶり心底差別に対して怒れる感性と認
識を育て、差別と闘う力をつけることができる
かどうかが〔教育実践に〕かかっています。25）

被差別部落の子どもたちをはじめ、在日朝鮮
人、『障害』児、施設の子どもなど集団の中で
最も差別され、権利を奪われている子どものか
かえている問題が集団のひとりひとりの課題と
して、生き方とかかわって受けとめられ、集団
の課題になり得るかどうかが集団づくりの基本
になります。子どもたちの『荒れ』や問題行動
の克服もしんどさを共有できる集団の中でこそ
可能になります。26）

「痛覚の共有」が、前者では「差別の痛みと重さを
共有する」ことと、後者では「差別され、権利を奪
われている子どものかかえている問題が〔中略〕受
けとめられ」ることとされ、その後「しんどさを共
有」することと短く言い換えられている。そして、
ここで想定されている集団像は学級集団を含むもの
であるが、必ずしもそれのみを指しているとは言い
切れない。米津が「個と個の出会い」を重視してい
たように、ここで論じられている集団のミニマムな
条件は、２人以上の子どもから構成されることと
考えられる。その集団を広げていくことが「集団づ
くり」には含意されていたといえる。
　この「痛覚の共有」概念は、各同和教育研究団体
にも影響を与えた。例えば市同研は、「痛覚の共有
に迫る」をテーマとする大阪府同和教育研究大会が
開催される８ヶ月前には、機関紙において集団づ
くりをめぐり「いたみを共有□□□□個と個の出会
いを重視」することができているかどうか、市同研
に所属する教員（＝豊中市における義務制の教員全
員）に問いかけていた27）。判別不能部分は、米津の

「痛覚を共有し合える個と個の出会い」という表現
を参考にすれば「し合える」が入っていたかもしれ
ない。それを抜きにして考えても、市同研が米津の
提起した「痛覚の共有」概念を採用し、実践課題と
していたことがわかる。
　そのうえで翌年の1982年に、市同研が全国同和教
育研究協議会における「差別の現実に学ぶ」という
同和教育の中心理念を理解する「見方」の一つとし
て次のように言及している。

差別され、疎外されている子の一番つらいこと
がわかり、その子がのり越えようとしている課
題がわかり、それを支えることが可能な子ど
も・集団というのは、自分の生活を真剣に見つ
め、自分の社会的立場と課題をきちんと認識し
ている子ども・集団である。28）

「痛覚の共有」を言い換えた箇所と考えられるのは、
下線部の「つらいことがわかる」の部分である。「つ
らいこと」とは「差別され、疎外されている子」が
訴えるものであり、それを周囲の子どもが「わかる」
ことで集団形成が可能になるという認識がここに現
れている。ここで「わかる」というのは「自分の生
活を真剣に見つめ」ることも含む。つまり全ての子
どもが「自分の社会的立場」を認識することが想定
されているといえる。これは「つらいことがわかる」
という概念が先行研究において言及されてきた「社
会的立場の自覚」に関わる概念であることを示して
おり、アイデンティティをめぐる問題系にあるとい
える。
　以上のことから、市同研において提起された「つ
らいことがわかる」は、「立場や〔痛みの〕質がちがっ
ても、共有し、共感できるものがあ」るという立場
に立っているという点で米津の「痛覚の共有」概念
を原像とするものであり、さらにそれがアイデン
ティティをめぐる問題系でもあることを確認したう
えで、同和教育実践上の課題として位置づけられた
ものだったといえる。これは、差別や貧困からくる
生活上の苦しさは、立場が違っても共有し得るとい
う共生への可能性を実践課題とした点で注目に値す
る。

３�．アイデンティティを総和として扱う「つ
らいこと」

　本節では、子どもが「つらいこと」を語ることに
よって、特定の被差別属性にとらわれず、アイデン
ティティを総和として出せることを、教員が重視し
ていたことについて検討する。
　本稿が扱う14本の実践記録すべてにおいて、子ど
もによる何らかの立場宣言がなされていた。しかし
その中には、差別される対象としての典型的な「部
落民」像、「在日朝鮮人」像、「障害者」像等とは異
なる語りも見られた。例えば島実践である。「自分
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は部落の人間として、堂々と生きていきたい」とす
る同級生の突然の「衝撃的部落民宣言」を承け
て29）、同じ部落に住むA（中学２年生）30）は次のよ
うに綴っている。

自分もBとCと同じく部落だけど少しちがう。
自分はわりとめぐまれてきて、甘えがある。〔中
略〕それと、自分はわりと言葉がつまる時があ
るのは、小さいとき、言語障害だったせいもあ
る。〔中略〕自分が言葉がつまる理由をみんな
にわかってもらいたい。31）

Ａは、部落出身でありつつも裕福な家庭に生まれ
たことを告白した。部落出身＝貧困という偏見があ
るなかで、これを語るのは勇気のいることだっただ
ろう。また、裕福といえども部落出身であることは
Ａにとって事実なのである。しかしＡにとっては部
落出身であるというよりも、言語障害の方が差し
迫った問題だったといえる。島がこうしたＡの作文
を引用するというのは、Ａが部落出身者として「つ
らいこと」を語るのではなく、Ａその人自身として
の独特の部落と障害の位置づけを表明したことを重
要視し、他の教員に提起しようとしていたのだとい
える。
　このありのままの語りの重視は、島だけに見られ
たものではなかった。また部落・障害だけを対象と
するものでもなかった。花木実践では同級生による
在日朝鮮人差別発言を契機として約３ヶ月にわた
る話し合いの場がもたれ、それを終えて日本国籍を
取得していたＤ（中学２年生）が「私は在日かん
国朝鮮人の立場でもあり、日本人の立場でもありま
す」と綴っていた32）。
　それでは、これらの語りが何を意味するのか。ア
ミン・マアルーフは、自らのアイデンティティが

「ただひとつしかない」と勘違いすると、「それは至
高の帰属とみなされ、排除の道具、ときには戦争の
道具になってしまう」危険性を指摘し、「自分のア
イデンティティを自分のさまざまな帰属の総和」と
して捉える必要があることを指摘している33）。これ
は、アイデンティティ・ポリティクスによって不可
視化される属性をもつ人々を想定したものである。
つまり部落差別に抵抗するために部落民像を構築し
たものの、Ａのような部落出身であることよりも障
害があることの方に重きを置いている人を包摂でき

ているのか、民族差別に抵抗するために在日朝鮮人
像を構築したものの、Ｄのような日本国籍を取得し
た人を包摂できているのか、ということである。こ
うした交差性を念頭に置かない限り典型的な被差別
者像は、より複雑なアイデンティティを有する人に
牙を剥きかねないのである。
　島や花木が重視していたことは、「つらいこと」
をありのまま語ることであり、それは必ずしもアイ
デンティティ・ポリティクスのなかで既に形成され
てきた部落民像や在日朝鮮人像ではなかった。それ
は、子どもたち本人が感じる「つらいこと」を等身
大で話すことを重要視していたともいえるだろう。
それが結果的にアイデンティティを総和として扱う
ことを可能にしていたのである。

４�．「つらいこと」を語り合うこととしての
「わかる」

　本節では、子どもないし教員が語った「つらいこ
と」を他の子どもが「わかる」とはいかなることな
のかについて検討することとしたい。
　西村実践では「１年の時、おもらしをしたことで、
ずっといじめられてきた」Ｅ（小学５年生）が、
以前本名宣言をした同級生に対して「朝鮮人て、す
ぐ怒んねんな」と発言し、学級の「みんなは怒った」
という34）。それを承けてＥは「私、死ぬわ、死んだ
らええのやろ」と言い返していた。Ｅの「つらいこ
と」を前もって聞いていたＦは、次のように声をか
けた。

Ｅそんなん言うたらあかん。Ｅのお母さん、小
さい時戦争で両親なくして、苦労してＥを育て
てくれたやん。Ｅはそんなお母さんを尊敬して
る。そんなお母さんのようになりたいって、み
んなに言うたん、あれ、うそやったんか。おか
しいやん。死ぬなんて言うたらあかん、そんな
ん、逃げてるわ。35）

Ｆは、Ｅが「つらいこと」としてＥの母が戦争孤児
だったこと、そこから家庭生活が苦しかったことを
語ったことに言及し、自らのした差別発言を棚に上
げて「死ぬ」と言ったことを「逃げてる」として撤
回させようとした。つまり西村は、「わかる」こと
とは、同級生の「つらいこと」を知ることで、その
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同級生に加差別とむき合わせるきっかけを提供し得
ることを提起していたのだと考えられる。
　しかしこのＦの告発は、Ｅが「おもらし」をめぐっ
ていじめを受け続けてきたことが十分に踏まえられ
ていない。Ｅにとって、自らのした差別が同級生か
ら告発されたことと、普段受けていたいじめが重
なって映ったのかもしれない。またＥからしてみれ
ば母の話はここで扱われる話でなかった可能性もあ
る。共生における他者理解について検討した檜垣立
哉は、「他者を『理解』してしまう『カタルシス』
に浸ることこそ『共生』にとって危険極まりな」く、

「あらゆる意味での『共生』には、当然理解しがた
いことが含まれる」としている36）。これに鑑みれば、
西村の提起する「わかる」は、相手の状況を理解し
てしまうことが前提として組み込まれてしまうため
に暴力性を伴う危険性があるといえる。
　ただし理解してしまうことの危険性を回避しよう
とする実践もみられた。島実践では、部落民宣言を
した父子家庭の同級生に対してＧ（中学３年生）
が次のような手紙を書いている。

お母さんいないって書いてあって寂しいてあっ
たんやんか？　オレもなんとなくわかるような
気もする。オレも最初お母ちゃん死んだとき、
ショックだった。どうしていいのかわかんなく
なったけど、お母ちゃん死ぬ前やくそくしたん
だ。どんなことあっても泣かないって。だから、
よけいに寂しいような気がします。37）

Ｇは、同級生の境遇を、自らの母の死の「ショック」
と重ねて「なんとなくわかるような気もする」とし
ていた。これは裏を返せば、わからないような気も

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

する
0 0

のである。これは西村実践と異なり、相手の
「つらいこと」は、わからないという前提に立って
いる。しかし、わからないが、わからなければなら
ないというジレンマのなかで、わかろうとしている
ことを示すためにＧは、自らの「つらいこと」を語っ
ていた。島は、こうした子どもたちが「つらいこと」
を語り合うことに可能性を感じていたのだといえ
る。
　また被差別の子どもが常に最初に語る側だった訳
ではない。堀内・木村実践においては、「度重なる
バイク窃盗など」によって少年鑑別所に入る子ども
が「つらいこと」を語り、それに応じてＨ（中学

３年生）が自分は「部落民なので」「差別される日
が来る」が、「それにも立ち向かって行くようにす
るから」「頑張ってほしい」と語っていた38）。ここ
においても、無理に相手の「つらいこと」を知った
風にせず、自らの「つらいこと」を語っていた。
　また、この「わかる」は、経済的に余裕のある生
活をしている子どもも射程に含んでいた。篠木実践
においてみられた、親が「将来偉くなってほしいし、
それだけの学力がある子だ」と期待する一方、私立
中学校受験を必ずしも望まないＩ（小学６年生）と、
同級生Ｊとの以下のやり取りが示唆的である39）。な
おＩが私立中学受験を望まない理由としては、障害
のある同級生を支えられる人が一人でも多く中学に
一緒に行かなければならないということだった。

「今まで言えなかったけど私学受けんねん。友
だちと境できるような気がしたからよう言わん
かったんやー。」あとは涙。〔中略〕その中でＪ
さんは、「私は結核やってん。大好きやった体
育もできひんかった。遊び時間も友だちと遊ば
れへんかった。そんな時、友だちが離れて行く
と思った。つらかった。つらかったんや！もの
すごーつらいねん。Ｉの言ってるのん中身ちが
うけど、ようわかるねん。」とポロポロ声をあ
げて泣いて語った。40）

Ｉは、私立中学校を受けることを同級生に言えない
ことが「つらいこと」だった。それは障害のある同
級生を置いて自分だけ障害のある同級生がいない私
立中学校に進学するのが、いわば「抜け駆け」とし
て捉えられかねないからであった。Ｊは、それに自
らの「つらいこと」を突き合わせるのであるが、「Ｉ
の言ってるのん中身ちがうけど」と前置きをしなが
ら「友だちが離れて行く」という共通点において「よ
うわかる」としていた。これは、Ｉの「つらいこと」
は、わからないが、友達が離れることについては気
持ちがよくわかるということだと考えられる。
　さらに「わかる」の射程は、子ども関係だけでは
なく、子ども・教員関係においても見られる。桑田
実践では、教員である桑田が自らの障害を語り、そ
れに応じる形でＫが「死ねーっと大声でいわれ自殺
しかけ」、その原因を「ちくのうしょうで鼻は悪い
し、指だって皮はむけて、ひびがわれてきたない」
ことに見出していたことを綴っていた41）。Ｋにして
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も桑田の障害によって感じた「つらいこと」を理解
したつもりになっていない。むしろＫ自身の「つら
いこと」を作文のなかで展開していた。
　つまり「わかる」とは、字義通り「わかる」ので
はない。他者の「つらいこと」をわかった気になっ
て、それを引き合いに出しながらその人の加差別を
告発した場合、それが正当な告発だったとしても、
そこには暴力が潜んでいる。他者の「つらいこと」
を勝手に理解し、勝手に価値づけるという暴力であ
る。しかし、共生──ないしは差別問題──につい
て考えていくには、他者の「つらいこと」をわかろ
うとしなければならない。そうしたジレンマのなか
で教員たちは、わからないなりに「つらいこと」を
わかろうとする作法として、「つらいこと」を語り
合うことを見出していた。その過程で、部分的に

「つらいこと」の共通点が見出せる可能性も示唆さ
れていた。その射程は、裕福な子どもと被差別の子
ども、あるいは子ども・教員関係も含んでいた。
　ここで考えたいのは、「つらいこと」を語り合う
ことが何を意味していたのか、ということである。
志水宏吉は、マジョリティとマイノリティが「出会
う」ことによって、双方とも「自己変容」を遂げ、「そ
のプロセスにおいて新たな価値なり、制度なりが生
まれる」ことを「共生」と呼んでいた42）。これを踏
まえれば、子どもが多くの人は体験しない「つらい
こと」を語ることは、自己がその点でマイノリティ
であることを表出することを意味する。つまり「つ
らいこと」を語り合うことは、双方がマジョリティ
であり、マイノリティであることを確認することで
あるといえよう。マイノリティを前に、マジョリ
ティがマジョリティとして「自己変容」を行うこと
が難しいことは、周知の通りである（もしそれが容
易であれば、あらゆる差別問題は解決しているだろ
う）。しかし「つらいこと」を語り合うことは、互
いにマジョリティであり、マイノリティであること
を確認することであるから、マイノリティの立場か
ら見たマジョリティが「自己変容」する必要性を相
互に認識することが可能になっていた。つまり「つ
らいこと」を語り合うことで、相互に変容し、新た
な価値を生み出す可能性がここにみられたのだとい
える。

５�．「つらいこと」に示唆されるアイデン
ティティからの解放

　本節では、特定の被差別属性の押し付けへの反発
が示唆される子どもたちの「つらいこと」の語りを、
教員たちが見逃さなかったことについて検討する。
　子どもたちに対していかなる属性の押し付けがあ
り、子どもたちはそれにいかに反発したのか。山岡
は「学習面での遅れがみられ、吃音のためにきちん
とした発音や表記もできない」「『障害』児として名
前のあがっている子」Ｌ（小学２年生）を普通学
級で受け持っていた「原担」（原学級担任の略）だっ
た43）。普通学級での学習は「障担」（障害児学級担任
の略）が「入り込み」をして必要な支援をしていた。
ところが「だんだんと障担の入り込みに対して抵抗
を見せはじめ」、２学期の参観日には自ら「障担」
に「NO ！」を突きつけた44）。Ｌは、そのときのこ
とを次のように記している。

山おかせんせかおしえてくれるかな。Ｌやり
たい。がばる。〔中略〕

ぼくがべんきょうする。せんせもがんばてく
らさい。〔中略〕みんなんなかぼくがあへやか
だ。（みんなの中でぼくがあほやから）　山おか
せんせわ　Ｌがあへやかだ　ぼくがべんきょう
れけんから。べんきょうがれきないのがいやや
わ。なんれもへたやから　ちゃんと　でけへえ
ん。かん字もわからへんから。45）

Ｌは、自分の力で勉強したいこと、「障担」なしで
もわかるように山岡に教えてほしいと願っているこ
と、勉強が苦手で「なんれもへた〔何でも下手〕」
な自分が「いや」になることを語っていた。これは、
周りの子どもと同様に扱ってほしいという自分と、
何でも下手という嫌いな自分が同居しつつも、前者
でありたいというＬの宣言である。Ｌは「障担」が
つくことを「あへ〔あほ

0 0

〕」と結びつけて捉え、同
級生やその親から障害児としてレッテルを貼られる
ことを拒否したのだといえる。
　同様のことは秋山実践でもみられた。在日朝鮮人
として生まれたＭ（中学１年生）は、自らの生い
立ちを次のように語る。

　おとうさん、おかあさんはいつもぼく、おと
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うと、いもうとに、ちょうせんゆうことはほこ
りにおもえといつもいいます。〔中略〕ぼくは
その人たちの前へ行くと日本人がなんじゃへゆ
う感じになります。そしてほこりにおもえてき
ます。けどすぐそれはさめ、日本人に生まれた
かったと思います。〔中略〕
　ちょうせんだということで腹がたったのは差
別をじっさいにうけました。〔中略〕それは

「ちょうせんはかえれ、しんでしまえ、日本に
くんな」といわれました。けんかの時にです。
〔中略〕ぼくはいっしょうこのことをわすれ

ないと思う。ぼくはちょうせんという大きなな
みにもまれ、これからもがんばりたいと思
う。46）

Ｍは「ちょうせんという大きななみ」として、在日
朝鮮人として誇りをもって生きることと、民族差別
にさらされることとの狭間に立たされる「つらいこ
と」を表現していた。先述したＤも「自分が日本人
になってよかったのかわるかったのかわかりませ
ん」としているように、在日朝鮮人としての誇りを
もって生きることと、日本人として生きることとの
狭間に立たされているという「つらいこと」を語っ
ていた47）。このことは、反差別運動のための肯定的
なアイデンティティの押し付けと、在日朝鮮人の烙
印化、あるいは日本人への同化という押し付けとの
狭間で子どもたちが追い込まれていたことを示して
いる。
　また安川実践では、卒業生であり、高校を中退し
そうになっていたＮ（高校１年生）に「部落の子
として、これから差別と闘うことなしには〔中略〕
生きては行けない」、「お前が、女の子を追いかけて、
くずれていったら、そのお前を見て“やっぱり部落
の者は”と言われる。〔中略〕このままやったら、
お前は、差別から逃げて、部落差別を強める役割を
果しているんやで」と迫っていた48）。それを聞いて
Ｎは、押し黙ったまま聞いていたという。Ｎは、そ
の間何を考えていたのだろうか。安川の話すことを
頭ではわかっていながら、なぜ部落差別と闘う部落
民となることが義務として自分に課されるのか、問
うていたのかもしれない。
　差別と闘わなければならない「つら」さは、島・
葉狩実践でもみられた。Ｏ（中学２年生）は、在
日朝鮮人が差別と闘うことをテーマとした劇を見て

「俺は生まれてこんかったらよかった。おやじは死
んだらええと思った」と綴っていた49）。差別と闘わ
ざるを得ない自らの立場を見て、その運命を「つら
いこと」として綴ったのだと考えられる。
　以上のように教員たちは、アイデンティティを押
し付けられることに抵抗を示す子どもの姿にも目配
せをしていた。その押し付けの対象となるアイデン
ティティは、否定的なものだけでなく、反差別運動
のなかで構築された肯定的なアイデンティティも含
む。被差別の子どもたちがアイデンティティに悩ま
される姿を教員たちは捉え、実践上の課題として位
置づけようと試みていた。その課題意識は、必ずし
も明確ではなく、子どもたちのアイデンティティを
めぐる悲痛な叫びをどうにかできないか、という捉
え方であったといえる。とはいえ属性を見て子ども
を見ない状況に陥る危険性を少なくとも避けようと
するものだったと評価できよう。石川准は、かつて

「もし自分という存在そのもの、アイデンティティ
抜きの『本来』の『わたし』に価値を実感すること
ができれば、存在証明〔肯定的なアイデンティファ
イ〕は不要となり、人は存在証明の悪循環から解放
される」と指摘していた50）。こうした否定的あるい
は肯定的なアイデンティティの間で翻弄される子ど
もが、自らの本来の価値を実感できることをアイデ
ンティティからの解放と呼ぶとすると、こうした教
員らの目配せは、アイデンティティからの解放を要
請する子どもの異議申し立てを汲み取る潜在的な可
能性を有していたといえよう。

６．おわりに

　本稿では、豊中市の同和教育実践において共生が
いかに捉えられていたのかについて、「つらいこと
がわかる」という概念に焦点を当てて検討してき
た。そこでまずこの「つらいことがわかる」が「痛
覚の共有」概念を原像として構築されたものである
ことを確認し、差別や貧困からくる生活上の苦しさ
は、立場が違っても共有し得るという共生への可能
性を軸とする理念として提起されたことを明らかに
した。
　そして第一に、教員たちが重視していたものは、
子どもたち本人が感じる「つらいこと」を等身大で
話すことだった。そこでの語りは、アイデンティ
ティ・ポリティクスのなかで既に形成されてきたも
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のではなく、結果的にアイデンティティを総和とし
て扱うことを可能にしていた。
　第二に、教員たちは、実際は他者の「つらいこと」
はわからないが、わかろうとしなければならないと
いうジレンマのなかで、「つらいこと」を語り合う
という作法を見出していた。また、その過程で部分
的に「つらいこと」の共通点が見出せることも示さ
れていた。そうした「つらいこと」を語り合うこと
は、マジョリティの変容の必要性を相互に認識する
ことの可能性を示唆していたといえる。
　第三に、教員たちは子どもたちが等身大で「つら
いこと」を語るなかで、アイデンティティからの解
放を要請する異議申し立てがあることにも目配せを
していた。それは、否定的なアイデンティティだけ
でなく、肯定的なアイデンティティでさえも、自分
らしく生きられなくするものであると感じた子ども
たちの訴えを、教員たちが実践課題として位置づけ
ようとしていたことの現れだったといえる。それ
は、アイデンティティからの解放への子どもたちの
要求を教員が汲み取る潜在的な可能性を有していた
といえる。
　以上のように本稿では、豊中市の同和教育実践に
おいて共生がいかに捉えられていたのかについて検
討してきた。それは、子どもを属性に先立つ実存と
して認識する子ども観に支えられ、結果的に子ども
が自認する多様なアイデンティティを総和として表
出させながら、アイデンティティからの解放への異
議申し立てにも目配せするという、一見対立する事
項を共通の理念から導いていた。それは、共生概念
が「さまざまな違いを有する人々が、それぞれの文
化やアイデンティティの多元性を互いに認め合」う
ことを射程に含むことに鑑みれば、重要な提起で
あったといえる51）。また「つらいこと」を語り合う
という作法は、共生が「対等な関係を築きながら、
ともに生きる」ことである以上、「つらいこと」を
わかった気になる暴力に陥らないようにしていた点
で重要な提起だったといえよう52）。また互いにマ
ジョリティであり、マイノリティであることを確認
することで、相互に自己変容することの必然性を捉
えやすくしたことにも、共生への可能性を見出すこ
とができよう。
　しかし本稿での検討は、全体的な動向を把握する
ことに力点を置いたため、個別の教員による「つら
いことがわかる」に準ずる表現の有する独自の意味

合いについて、十分に検討することができなかっ
た。これについては、今後の課題としたい。
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